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Ⅰ．はじめに



背景

⚫ 生物多様性・自然資本の損失は深刻な状況にあり、
人間の社会経済活動への脅威となっている

⚫ 生物多様性・自然資本保全への取組みは、①企業の事業継続性を確保する基盤強化、②新たな価値
創造を通じた「成長の源泉」

⚫ その実現に必要なのは、国の基盤整備、官民連携によるサプライチェーンの強靭化、中長期の競争力強化
⚫ 2026年のCBD・COP 17にて進捗確認が行われた後の施策展開を見据え、次の２点を柱として提言

食料・水資源・防災・
健康への影響

⚫ 2022年の生物多様性条約第15回締約国会議（CBD・COP 15）において、生物多様性に関する
世界目標である「昆明・モントリオール生物多様性枠組（GBF）」が採択

⚫ 2030年目標として「ネイチャーポジティブ＊（NP：自然再興）」の考え方が掲げられた

＊ネイチャーポジティブ：自然を回復軌道に乗せるために生物多様性の損失を止め反転させるための緊急の行動をとる
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①生物多様性・自然資本保全を新たな成長の源泉とすること
②気候変動対策等との統合的取組みを促進すること

【グローバル】

CBD・COP 17でGBFの進捗確認

気候変動COP 30

⚫ 生物多様性・自然資本保全の取組みや
気候変動等との統合的アプローチへの関心の高まり

【 国 内 】

生物多様性国家戦略の策定

NP施策を成長戦略等に反映

【欧州】
競争力の強化を掲げ

環境分野の規制簡素化

⚫ 環境政策を見直す動き

【米国】
反ESGの動きの強まり

二度目のパリ協定脱退表明

【国際的な潮流】

自然災害の激甚化



Ⅱ．ネイチャーポジティブ経済への移行による
成長の実現



ネイチャーポジティブ分野の成長機会

◼ 企業に対しては、生物多様性・自然資本の保全・再生に配慮した経営に主体的・継続的に取り組むことで、
持続可能な経済活動の実践とグローバルでの競争優位性の維持が期待されている。

ネイチャーポジティブな食料生産や土地利用、インフラ、
エネルギー利用など社会経済システムの変革により

年間最大10.1兆ドルのビジネス機会

【ネイチャーポジティブ分野におけるビジネス機会の市場規模】

出典：WEF「New Nature Economy Report II The Future Of Nature And 
Business In collaboration with AlphaBeta」を基に経団連事務局にて翻訳、作成
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政府の取組み
◼ 2024年３月、ネイチャーポジティブ経済移行戦略を４省（環境省、農林水産省、国土交通省、経済産業省）連名で策定。

◼ 同戦略に基づき、環境省はロードマップを策定。国交省、農水省からも関連する施策が打ち出されている。

【国土交通省】

グリーンインフラ推進戦略の改訂（2023年９月）
グリーンインフラ官民連携プラットフォームを通じた啓発活動

都市緑地法の改正（2024年５月）

「優良緑地確保計画認定制度」開始（2024年11月）

土地基本方針の変更を閣議決定（2024年６月）

【環境省】

ネイチャーポジティブ経済移行戦略ロードマップ (2025年７月)

「生物多様性増進活動促進法」の施行（2025年４月）
→OECM（Other Effective area-based Conservation 

Measures）※2を担う仕組みとして「自然共生サイト」の認定制度を
導入し、企業や地域による保全活動を制度的に後押し

①Nature-based Solutions（NbS）※1の推進

☆ 具体的な取組み

②自然データの把握と情報開示の推進

③消費者対応（行動変容の促進）

自然関連財務情報開示タスクフォース（TNFD）に
２年間で約50万ドル相当の拠出を発表（2024年10月）

→TNFDとの共同研究、TNFDデータファシリティ（NDPF)の
立ち上げへの参画

ネイチャーポジティブ製品の市場活性化キャンペーンの実施

☆ 施策の全体像を提示

【農林水産省】

農産物の環境負荷低減の取組みの「見える化」
「みえるらべる」（2024年３月本格運用開始）

①Nature-based Solutions（NbS）の推進

みどりの食料システム戦略（2021年５月）

③消費者対応（行動変容の促進）

①Nature-based Solutions（NbS）の推進

②自然データの把握と情報開示の推進

※1:自然を活用した解決策。森林・湿地・沿岸域の保全や再生を通じて、
防災・気候変動対策・食料安全保障・都市のレジリエンス強化など複数の
社会課題を同時に解決するアプローチ
※2:保護地域以外で生物多様性の保全に資する地域 5



日本企業の取組み状況（経団連アンケート結果）①

6出典：経団連・経団連自然保護協議会「企業の生物多様性への取組に関するアンケート結果＜2024年度調査＞」 (2025年11月）
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〔設問〕

生物多様性に関する活動の
社内推進体制

・取締役会での生物多様性

関連の報告・決定のある

企業は増加傾向。

・社内専門委員会等での

報告・決定のある企業、

担当役員を配置している

企業は６割を超えている。



日本企業の取組み状況（保全活動、情報開示）②

◼ 生物多様性・自然資本の保全・再生を推進する認定制度や、開示枠組みへの対応が進展している。
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環境省は、2023年度から「民間の取組等によって生物多
様性の保全が図られている区域」を「自然共生サイト」として
認定。保護地域との重複のない区域をOECM国際データ
ベースに登録。

社有林、オフィス・工場などに付随した緑地スペースやビオ
トープをはじめ、様々なサイトが認定されている。

自然共生サイト認定区域
（2025年9月現在）

自然共生サイト
TNFDアダプターの内訳
(2025年10月31日現在)

※経団連自然保護協議会の会員企業は
33%を占める

経団連会員企業

37％総面積

9.9万ha

2023年９月、TNFD(自然関連財務情報開示タスク
フォース)が開示提言を公表。同アダプター数は日本がトップ
を占める。

経団連自然保護協議会は、自然関連財務情報開示を
推進し、「裾野の拡大」と「質の向上」に取り組んでいる。

※TNFDアダプター
TNFD提言に基づく
情報開示を行う意向を
TNFDに示した企業・
団体

※全731社

日本

29％(210社)

英国
13％(93社)

台湾
５％(38社)

経団連自然保護協議会の会員
が約3割を占める（68社）



企業の取組みに対する評価
◼ JBO4中間提言において、企業の取組みに関連した目標「事業活動による生物多様性への配慮」は、

「目標達成に向けて順調」と評価されている。

8出典：環境省「生物多様性及び生態系サービスに関する総合評価2028（JBO4：Japan Biodiversity Outlook 4） に向けた中間提言 概要資料」
(2025年10月）

【JBO（Japan Biodiversity Outlook）】
日本の生物多様性及び生態系サービスの現状等について、有識者検討会で科学的情報等を基に総合的に評価した
結果を示すもの

【中間提言では、経団連自然保護協議会のアンケート結果にも言及】
「経団連自然保護協議会のアンケート結果でも、経営方針等へ生物多様性を組み込んだ企業割合、生物多様性に
関する合理性の高い目標を設定している企業割合、生物多様性に関する情報開示を行っている企業割合はいずれも
増加傾向にあった。」



【生物多様性・自然資本を成長分野として位置づけ、さらなる投資を促進するための課題】

１．生物多様性・自然資本保全を
成長につなげるための基盤整備

２．自然関連情報の把握と取組み効果の可視化

３．国際的な認知度向上と国際標準への反映 ４．経営戦略への位置づけ

① 生物多様性・自然資本保全の取組みを通じた企業価値向上と市場創出
② データ基盤の整備とトレーサビリティの確保、国際ルール形成への参画
③ NbSとOECMの推進を通じた地域活性化と国際展開

生物多様性・自然資本保全を成長に結びつけるための課題整理

◼ ３つの観点で成長に向けた施策展開等を整理

➢ 企業は「リスク」と「機会」を正しく認識し、
生物多様性・自然資本を経営戦略に
組み込む

➢ 投資とイノベーションを通じて生物多様性・
自然資本保全と成長の両立を実現

➢ 日本国内での保全活動が国際的に認知・
評価されることが重要

➢ 官民連携で国際ルール形成に参画し、
日本の知見や考え方を海外のステークホルダー
から理解を得る必要

➢ モニタリング指標や評価手法は国内外で議論
の途上

➢ 地域ごとに特性の異なるローカルな課題でも
あることから、各地の取組みを集約し、国や
地域レベルでの貢献度を数値化できる指標や
評価手法を定めることが必要

➢ グローバルサプライチェーン全体を通じた取組み
が不可欠

➢ 国内における生物多様性・自然資本に関する
信頼性の高い公共データ連携基盤の構築、
人間活動がもたらす影響を測定する指標の
策定、自然関連情報開示の普及等が重要
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視点 目指す姿 現状の課題 求められる取組み

(1)企業価値向上と

市場創出

✓ 生物多様性・自然資本保全を

経営戦略に組み込み

✓ 生物多様性・自然資本に負の

影響を及ぼす原材料調達や事

業活動が大きく減少

✓ イノベーションや地域連携を通じ

て持続可能な産業・文化の創出

に寄与

✓ 情報開示や人材活用の進展に

よる企業価値向上と市場創出

✓ 経営戦略への反映は限定的

✓ 評価指標や測定手法等が

整備途上

✓ 政府：成長戦略への位置付け、生物多様

性クレジット等に関する国際動向の注視と

評価手法の検討、グローバルサプライチェー

ンのリスクと機会を評価するための国内外の

データ連携基盤整備、国際的ルール形成

への積極的参画、国民の理解醸成と行動

変容の促進

✓ 企業：経営戦略への組み込み、事業創出

による競争力強化、企業と投資家の対話

促進、人材育成・活用

(2)データ基盤と

国際ルール形成

✓ グローバルサプライチェーンでの

トレーサビリティ確保

✓ 影響把握や取組み効果の測定

が簡便な手法で可能

✓ 日本の知見の国際ルールへの

反映

✓ グローバルサプライチェーンの

トレーサビリティ確保

✓ データ基盤や指標等が多様

で統一性に欠ける

✓ 国際的な枠組みやルール

形成への影響力強化

✓ 政府：国内外データ基盤整備、指標・評

価手法の開発、国際ルール形成への参画、

グローバルサプライチェーンのトレーサビリティ

確保に向けた諸外国政府との連携推進、

✓ 企業：グローバルサプライチェーンレベルでの

情報連携、国際ルール形成への

参画、人材の確保・育成

（3）NbS・OECM

による地域経済

活性化と国際展開

✓ NbS・OECMが地域経済の

活性化や社会課題の解決に

寄与

✓ 「自然共生サイト」の拡大が、

30by30目標の達成に貢献

✓ 国内で得られた知見が国際的に

展開されOECMの考え方が浸透

✓ NbSの政府横断的戦略

立案

✓ 多様な主体による地域連携

と調整力強化

✓ 日本のNbSの取組みの認知

度向上

✓ OECMの考え方が国際的に

浸透していない

✓ 政府：省庁間連携強化、手続き簡素化と

インセンティブ強化、国際発信強化、

GREEN × EXPO 2027の機運醸成

✓ 企業：地域と共創した取組みと国際発信

✓ 自治体：地域独自の自然資本を把握・

活用したNbS実装、多様な主体との連携、

地域課題の整理と戦略的目標の設定

成長に向けた施策展開
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成長に向けた施策展開(1)
生物多様性・自然資本保全の取組みを通じた企業価値向上と市場創出

◼ 経営戦略への反映が限定的

◼ 意思決定や情報開示に必要な評価指標や測定指標等が整備途上

【課題】

【求められる取組み】

◼ 企業は生物多様性・自然資本保全を経営戦略に組み込んでいる

⇒ 負の影響を及ぼす原材料調達や事業活動が大きく減少

⇒ イノベーションや地域連携を通じて持続可能な産業・文化の創出に寄与

◼ 情報開示や人材活用の推進により、企業価値の向上と市場の創出につながっている

【目指すべき姿】
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政府

✓ 成長戦略への位置付け、施策強化
✓ 生物多様性クレジット等に関する国際動向
の注視と評価手法の検討

✓ 国内外データ基盤の整備
✓ 国際ルール形成への参画
✓ 国民の理解醸成と行動変容の促進

企業

✓ 経営戦略への組み込み
✓ 生物多様性・自然資本保全関連事業創出
✓ 企業と投資家との対話の推進
✓ 人材育成・活用



成長に向けた施策展開(2)
データ基盤の整備とトレーサビリティの確保、国際ルール形成への参画

◼ グローバルサプライチェーンのトレーサビリティ確保

◼ 国際的・統合的なデータ基盤や評価フレームワークの整備

◼ 国際ルール形成におけるリーダーシップ

【課題】

【求められる取組み】

◼ グローバルサプライチェーンでのトレーサビリティが確保されている

◼ 影響把握や取組み効果の測定が簡便な手法で可能

◼ 官民連携で国際ルール形成に参画、日本の知見や考え方が評価され、国際ルールに反映

【目指すべき姿】
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政府

✓ 国内外の自然関連データ基盤の整備、
指標・評価手法の開発

✓ 国際ルール形成に参画、影響力強化

✓ グローバルサプライチェーンのトレーサビリティ
確保に向けた、諸外国政府との連携推進

企業

✓ グローバルサプライチェーンレベルでの情報連携
体制の確立

✓ 国際ルール形成への参画

✓ 人材の確保・育成



成長に向けた施策展開(3)
NbSとOECMの推進を通じた地域経済活性化と国際展開

◼ NbSに関する政府横断的な戦略立案（取組みのスケールアップと横展開）

◼ 多様な主体による地域連携と調整力の強化

◼ NbSの意義や重要性の認識向上、海外展開の促進

◼ グローバルでのOECMコンセプトの浸透

【課題】

【求められる取組み】

◼ NbSやOECMの推進により、地域の生物多様性・自然資本や文化・生活習慣を活かした地域経済の活性化
や社会課題の解決に寄与している

◼ 「自然共生サイト」の拡大が、わが国における30by30目標の達成に貢献している

◼ これらの国内で得られた知見が国際的に展開され、OECMの考え方の浸透にもつながっている

【目指すべき姿】

政府

✓ 省庁間連携の強化
✓ 手続きの簡素化
✓ インセンティブの強化
✓ 国際発信の強化
✓ GREEN×EXPO 2027の

成功に向けた機運醸成

自治体

✓ 地域独自のNbSの実装
✓ 多様な主体との連携の主導
✓ 地域課題の整理と戦略的

目標の設定

企業

✓ NbSプロジェクトへの参画
✓ 自然共生サイト登録の推進
✓ 情報発信の強化
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※ NbS（Nature based Solutions:
自然を活用した解決策) とは、健全
な自然生態系が有する機能を活か
して社会課題の解決を図る概念。

※ OECM (Other Effective area-
based Conservation Measures) とは、
自然環境の保全のために指定され
た「保護地域」以外で、民間取組
等と連携した自然環境保全。企業
の森や里地里山、都市緑地を含む。



生物多様性・自然資本の保全と活用による
企業価値向上につながる事例

環境保全型観光

東洋ガラス（東洋製罐グループホールディングスの連結子
会社）と不動テトラは、海洋植物の生長を促進する成分
が、ゆっくりと水に溶け出すよう調整を行ったガラス製品「イ
オンカルチャー」を共同開発。イオンカルチャーを表面に配置
したモルタルプレートの「イオンカルチャープレート」は、海洋
沿岸部の大型海藻増殖・漁場造成に利用されている。
両社のイオンカルチャーとテトラポッドによる藻場造成の実
績と経験を活かし、大阪府に対し「イオンカルチャープレート
を用いたワカメ場造成」事業を提案、「大阪府万博会場
周辺海域ブルーカーボン生態系創出事業」に採択された。

KDDIは、有機農業を推進する京都府亀岡市と連携し、
AIによるイオン水の導入制御と自動給水装置を３つの圃
場に試験的に導入、より高品質・高収量な農業の実現を
目指している。AIによるイオン水の導入制御は、安定的な
生産や収量向上に役立つだけでなく、環境負荷低減
（温室効果ガス削減）や生物多様性（無農薬、溶存
酸素濃度向上）などを実現する技術として期待される。
25年度は、収量が約20％向上し、課題の安定的な生
産や収量向上を達成。環境負荷低減、生物多様性につ
いては、定量的な計測方法を検討し、26年度で効果検
証を予定。

TEPCOグループは、観光の活性化・エネルギーコスト対
策・レジリエンス強化・自然環境保全等の課題に関して、
日光市および東武鉄道株式会社との共創連携を実施。
TEPCOグループは包括的なエネルギーソリューションや環
境保全コンテンツ（サステナブルツーリズム、希少植物の保
護・外来植物対策）を提供するほか、地域のステークホル
ダーと共創による課題解決を通じた地域価値向上をめざし
ていくこととしており、本提案は、環境省脱炭素先行地域
（日光市）に選定された。

水産資源の持続的調達と
投資家対話による企業価値向上

ニッスイは、調達水産物の資源状態を調査し、事業活動
における自然資本への依存と影響をTNFDの枠組みに基
づいて評価している。その結果を踏まえ、自然関連リスクの
低減と機会創出に取り組むとともに、天然資源の持続可
能な利用を推進している。また、完全養殖に代表されるよ
うな持続可能な養殖の取り組みを通じて、安定的な調達
と収益拡大を図っている。これらの取り組みはTNFDレポー
ト等で開示し、さらに投資家との対話を強化することで、理
解の促進と企業価値の向上に繋げている。

生物多様性・自然資本保全に資する
製品開発

AI導入による
有機農作物の収量向上
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Ⅲ．生物多様性・自然資本保全と

気候変動対策等の統合的アプローチ



現状認識①

◼ 生物多様性の喪失と気候変動は、世界が直面する極めて重大な課題。

◼ 生物多様性・自然資本と気候変動は相互に深く関係していることが指摘されている。

出典："Azote for Stockholm Resilience Centre, based on analysis 
in Sakschewski and Caesar et al. 2025. Licensed under CC BY-
NC-ND 3.0"

【プラネタリー・バウンダリー】
・地球環境に変化が加わっても元の状態に戻り、
安定した状態を維持できる限界を示したもの
・地球の変化を示した９項目のうち７項目は、
すでに限界を超過
・「気候変動」や「生物圏の健全さ」も限界を
超えているとされている

【IPBES※-IPCC合同ワークショップ報告書の指摘】
・気候変動の制御と生物多様性保全は相互依存関係
・生物多様性保全策の多くが気候変動対策との相乗効果
を持つ

出典：公益財団法人地球環境戦略研究機関（IGES）
「生物多様性と気候変動 IPBES-IPCC合同ワークショップ報告書：
IGESによる翻訳と解説」（2021年9月）

※IPBES：生物多様性及び生態系サービスに関する政府間
科学政策プラットフォーム
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現状認識②

◼ 国際的に、生物多様性・自然資本と気候変動等との統合の動きが始まりつつある。

◼ 経団連は「FUTURE DESIGN 2040」（2024年12月）において、2040年に向けて目指すべき姿として、
「グリーントランスフォーメーション（GX）、サーキュラーエコノミー（CE）、ネイチャーポジティブ（NP）が一体的
に進展している」ことを挙げている。

CBD・COP 16（2024年開催）

➢ 気候変動・先住民族・健康等のサステナビリティ関連のテーマについても生物多様性と統合的に対応する

必要性や、国際社会が分野横断的に協力しながら施策展開に取り組む方向性が示される

COP 30（2025年11月開催）

➢ ブラジルのベレンで開催されるCOP30は、「ネイチャーCOP」とも称され、統合的アプローチに関する議論が

行われる

国連環境計画国際資源パネル（UNEP IRP）の指摘

➢ 天然資源の採取と加工が、陸域の生物多様性の損失と水ストレスの要因の90％以上を占めている

➢ 資源効率性・循環性を向上させ、天然資源利用の削減を進める取組みは、生物多様性保全を含む環境

負荷削減としても極めて重要

国際会議の動向
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目指すべき姿と課題

◼ 生物多様性・自然資本保全と気候変動対策の統合的な取組みがもたらす意義に関する、ステークホルダーの

理解醸成

◼ 資源循環への取組みを通じた生物多様性・自然資本保全の意義に関する理解醸成

◼ 統合的アプローチに関する技術・ソリューション開発への注力

【課題】

◼ 政府・自治体・企業が生物多様性・自然資本保全と気候変動対策の統合的アプローチに取り組み、

シナジーの最大化とトレードオフの最小化が図られている。

◼ 資源循環への取組みを通じて、生物多様性・自然資本保全の観点からの好循環が生まれている。

◼ グローバルサプライチェーンでの影響把握等に活用可能なデータ基盤の構築や、産官学連携による技術・

ソリューションの国際展開がなされ、統合的アプローチの実効性を高めている。

【目指すべき姿】

18出典：経団連・経団連自然保護協議会「企業の生物多様性への取組に関するアンケート結果＜2024年度調査＞」 (2025年11月）

統合的な取組みの推進による

シナジー創出が課題

N=334



企業

政府

統合的アプローチに向け、求められる取組み
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① 国際条約間の整合性強化の促進
➢ 気候変動枠組条約と生物多様性条約等との間で整合性向上、多国間協力の推進

② 省庁横断の国内政策推進
➢ 生物多様性・自然資本保全及び活用と気候変動対策の相関を捉え、相乗効果と費用対効果の向上

➢ 国際資源循環体制の構築に取り組む際、自然分野との統合的アプローチの可能性の検討

③ クレジット市場等の国際動向を踏まえた適切な対応
➢ 国際動向を注視しつつ、日本の環境特性を踏まえた評価手法の検討

➢ 企業をはじめステークホルダーの意見を踏まえ、国際的な議論への積極的な参画

④ 国民の理解醸成、気候変動適応策の充実
➢ 社会全体における生物多様性・自然資本保全と気候変動、資源循環の関係性に対する理解の醸成

➢ 気候変動適応計画に基づく施策の充実

① 統合的アプローチの推進
➢ 統合的な取組みで得られるメリットに関する理解の深化、実践に向けた人材育成と社内体制の強化

② 地域社会への貢献による企業価値向上
➢ 観光・都市・防災減災分野等における統合的取組み、地域社会からの信頼獲得による企業価値向上



生物多様性・自然資本保全に関する統合的取組み事例

海洋
（12件）

植林等による気候変動とのシナジーや持続可能な森林資源の利用による
資源循環、里山管理等の取組みが行われている。

バイオマス資源の
活用

（11件）

植林と
森林再生活動
（32件）

都市緑化
（12件）

◼ 下記５つのカテゴリーについて、計78件の取組みが寄せられた。

◼ 事例の詳細は、提言付属資料「生物多様性・自然資本保全に関する統合的取組み事例集」を参照。

その他
（11件）

自社ビル・事業所等の緑化による気候変動対策とのシナジーや、廃棄物等の
堆肥化等による資源循環の取組みが行われている。

藻場やマングローブ林の再生によるブルーカーボン創出、海洋プラスチック対策
による資源循環の取組みが行われている。

バイオマス資源の開発・活用による、化石由来原料の使用量削減による
気候変動対策と資源循環の取組み等が行われている。

TCFD・TNFD統合レポートの発行やネイチャーファイナンスの推進、事業における
統合的取組み等様々な事例が寄せられた。
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⚫ 2050年ビジョン「自然と共生する世界」、2030年ミッション「ネイチャーポジティブ」に向けた
23のグローバルターゲットが盛り込まれる。

14.生物多様性の主流化9.野生種の持続可能な管理1.空間計画の策定と効果的管理

15.ビジネスの影響評価・開示10.農林漁業の持続可能な管理2.生態系の回復

16.持続可能な消費11.自然の恵みの回復,維持及び増大3.「30by30」/保護地域及びOECM

17.バイオセーフティ12.都市の緑地親水空間の確保4.種・遺伝子の保全、野生生物との共生

18.有害補助金の特定・見直し
13.公正,衡平な遺伝資源の利益配分
(ABS)

5.生物の利用,採取取引きの適正化

19.資金の動員6.侵略的外来種対策

20.能力構築,科学・技術の移転及び協力7.汚染防止,栄養塩類の流出・農薬リスクの
半減

21.情報・知識へのアクセス強化8.気候変動対策(含 NbS/EbA)

22.女性,若者及び先住民の参画

23.ジェンダー平等

3.実施と主流化のためのツールと解決策2.人々のニーズを満たす1.生物多様性への脅威を減らす

参考：環境省「昆明・モントリオール生物多様性枠組 - ネイチャーポジティブの未来に向けた2030年世界目標 -」

（参考）昆明・モントリオール生物多様性枠組（GBF）
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